
助成金交付の流れ（概略） 

申請者                        市保健所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通知が届き、周知

が完了していれ

ば、保護・手術開始

OK！ 

 

＊上記の手順・内容をすべて行わないと，助成金は交付されません 

保健所への事前相談（必ず行なってください。） 

【助成金交付申請】 

① 申請書（様式１） 

② 手術実施計画書（参考様式１） 

③ 猫が生息する地域の地図（参考様式２） 

④ 飼主がいないことを地域住民に確認した書類

（参考様式３） 

⑤ 対象猫の写真 

⑥ 手術費用の見積書（参考様式４） 

⑦ その他，指示のあった書類 
交付決定通知（紙） 

【保健所に実績報告】 

① 実績報告書（様式５） 

② 手術後の猫の写真 

③ 手術の領収書 

④ 獣医師による手術実施報告書（参考様式５） 

⑤ その他指示のあった書類（変更時の見積書等） 

⑥ ）等） 

 

金額確定通知（紙） 

【助成金の交付請求】 請求書（様式７） 助成金の交付 
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【手術前までに１】（申請前でも可能） 

□ 近隣に手術について事前周知 
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【手術前までに２】 

□ 飼主名札等がないことの目視確認 

□ マイクロチップが入っていないこと

を確認（チップの読み取り機で確認） 

【手術～手術後すぐに】 

□ 手術・片耳の V字の切れ込み処置 

□ 猫の全身写真撮影（V字処置入り） 

６
０
日
（
年
度
内
）
の
間
に
手
術 

 

保護オリ・ 
読み取り機
の貸出 

 

すべて完了後，  
１５日以内に提出！ 

事業完了 



  

倉敷市では，市内に生息する飼い主のいない猫について，動物愛護管理法にのっとり，

動物の命を大切に考え，猫のみだりな繁殖を防止するために，不妊去勢手術費用の一

部を助成します。 
 

１ 助成対象：飼い主のいない猫が対象です。飼い猫は助成の対象となりません。 

  

２ 次の要件をすべて満たすことが必要です。一つ一つチェックして確認しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 助成金交付額：１匹につき上限１０，０００円（オス・メスともに） 

＊予算の範囲内での助成です。助成金が交付されるのは手術実施後になります。 

 

４ 助成金交付の流れ：裏面のとおり 

・助成希望者（個人または団体）は，必ず事前（手術を実施する前）に保健所にご相談ください。 

・相談及び交付決定前に手術された場合，助成金は交付できません。 

 

５ 不妊去勢手術について  

メス：卵巣または卵巣及び子宮を摘出する手術／オス：精巣を摘出する手術 

 

６ 次の場合や疑問点は，速やかに必ずご連絡ください。（支給できなくなる場合あり） 

◎申請後にやむをえぬ事情で猫の雄雌・匹数が変更したとき ◎手術をやめた時 

 

７ 注意事項等 

・営利目的で，この事業を行うことはできません。 

・不正や違反があった場合には助成の全部・又は一部を取り消すことがあります。 

・手術予定の猫が，他で不妊去勢手術費の助成金を受けている場合，この事業では助成できません。 

・保護用のおり・マイクロチップ読み取り機は，お貸出しいたします。 
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問い合わせ先 倉敷市保健所生活衛生課動物管理係 
       TEL０８６－４３４－９８２９ 

〒710-0834 倉敷市笹沖１７０番地 

←市助成事業について 

詳しくはこちらのＨＰへ 

□ 飼い主がいないことを，地域住民２人以上に，書面で確認していること 

□ 地域住民に当該猫の不妊去勢手術について，適切に事前周知を行っていること 

□  □ 飼い主がわかる名札等が，猫についていないことを，目で見て確認していること 

□  □ 猫にマイクロチップが入っていないこと（＝飼い主がいないこと）を，専用の  

読み取り機で確認していること 

手
術
前
ま
で
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□ 片耳に切れ込み（V 字）を入れて，手術済みであることがわかるようにすること 

＊切れ込みは，手術を終えると同時に，麻酔中に，動物病院で処置してもらいます 

□ 猫の全身写真を撮ること（片耳の切れ込み処置の様子がわかるもの） 

手
術
後
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